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現状分析・今後の課題・取組 具体的な取組内容 R2 3 4 5 6 7 8

指定管理導入検討

方針決定 ●

有効活用策、管理手法

の検討

方針決定 ●

有効活用策、管理手法

の検討

方針決定 ●

地域コミュニティ

施設の数
3

歴町の重点区域にある建物を寄附されたも

の。有効活用策、管理手法などを検討する。
⑫検討

同一敷地内に、コミュニティセンターの他、

体育館、テニスコート、児童館（学童保育

所）がある。必要な維持補修を行い、現状の

管理運営を継続する。指定管理者制度の導入

を検討する。

⑫検討○○S54
瀬波地域コミュニティセン

ター

地域コミュニティ

施設

３ コミュニ

ティー施設
15

○○ー町屋（安良町）
地域コミュニティ

施設
17

江戸時代末期に建てられた寺子屋とみられる

建物を寄附されたもの。令和２年度に床、外

壁、屋根等の改修とエアコン設置を行ったこ

とを踏まえ、有効活用策、管理手法などを検

討する。

⑫検討○○ー源内塾
地域コミュニティ

施設
16

３ コミュニ

ティー施設

３ コミュニ

ティー施設

4
緑色の箇所は、令和５年６月の改訂で修正したもの。

茶色の箇所は、令和４年６月の改訂で修正したもの。


